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建売住宅にあらかじめLPガス消費設備等

を設置したプロパンガス販売事業者と建物購

入者との間で締結された当該設備等に関する

合意の有効性が争われた事案について、当該

設備等が建物に付合するか否かにかかわら

ず、この合意は有効に成立しており、単に売

買契約という法形式を採用していることから

その契約の成立又は有効性が否定されること

はないとされた事例（東京高裁　平成18年４

月13日判決　一部取消・一部変更　判例時報

1928号42頁）

１　事案の概要

プロパンガス販売事業者であるＸは、住宅

販売業者Ｚから依頼を受けて建売住宅にあら

かじめLPガス消費設備等（以下「本件設備」

という。）を設置した。そして、当該建物を、

Ｚから購入し入居したＹらとの間で、LPガ

ス供給契約とともに、これを解約する場合に

は、ＹらはＸに対して本件設備の所定の残存

価格を支払うとの合意（以下「本件合意」と

いう。）をしたが、ＹらはLPガス供給契約を

中途解約した。なお、Yらのうち一部の者に

ついては、Ｚから交付された建物売買契約書

や重要事項説明書において、売買代金に本件

設備は含まれていない旨、及びＺ指定のガス

供給業者との無償貸与契約書を締結しなけれ

ばならない旨が明記されていた。

Ｘは、Ｙらに対し、選択的に本件合意は停

止条件付売買契約又は利益調整合意であると

主張し、前者の主張においては本件設備の売

買代金として、後者の主張においてはＸが被

った本件設備の設備費用相当損害金として、

それぞれ契約書面記載の計算式による本件設

備の残存価格等の支払いを求めて提訴した。

原判決は、Ｘの請求を棄却したため、Ｘがこ

れを不服として控訴を提起した。

一方、Yらは、Ｘらの主張内容が独占禁止

法違反である旨主張したほか、Ｙらのうち３

名については特定商取引に関する法律第９条

1項に基づく契約の解除を主張した。

２　判決の要旨

高裁は、次のように判示して、Xの請求を

おおむね認容した。

盧　本件合意について

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適

正化に関する法律等の趣旨に鑑みれば、Ｘ

は、上記法令の趣旨を受け、本件設備を企

業会計上Ｘの有形固定資産のうち償却資産

に相当するものと位置付け、Ｘが費用を負

担して設置した本件設備をＹらが無償でこ

れらを使用することができることとし、耐

用年数（15年）の全期間が経過すればＹら

の設備費用等の負担分は消滅し、Ｙらが確

定的に本件設備を取得することとするが、

耐用年数の全期間が経過する前にLPガス

供給契約がＹらによって解除された場合に

は本件設備をＹらに帰属する資産として現

状のまま残置しつつ、解除時点における本
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件設備の残存価格相当額をYらが負担する

合意を締結したものというべきである。

また、本件合意は、本件設備が建物に付

合するか否かにかかわらず、すなわち、合

意の時点において、本件設備の所有権がＹ

らに帰属しているか否かにかかわらず、利

益調整合意として有効に成立しているとみ

るべきであり、停止条件付売買契約という

法形式の外形にこだわることは適切ではな

い。よって、本件は、LPガス供給設備及

びLPガス消費設備の設置費用の負担、こ

れらの設備の帰属及び利用関係や、所定の

耐用年数の全期間が経過する前にLPガス

供給契約がＹらによって解除された場合に

おけるＸとＹら各人との間の利益を調整す

ることをその実質とする合意がされたもの

と解するのが相当である。

盪 独占禁止法違反について

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適

正化に関する法律等の趣旨に鑑みれば、プ

ロパンガス販売事業者が一般消費者からそ

の設置費用を徴求せず、自らの所有資産と

して減価償却することによりその負担を解

消することを容認し、消費者がこのような

選択をすることを可能にするための仕組み

が法制により設けられていることには、そ

の必要性もあり、合理性もある。したがっ

て、本件合意における残存価格の算定方法

が不合理であってＹらがＸとの間のLPガ

ス供給契約を解除することが極度に抑制さ

れるものと認められ、公序に反するものと

して無効と判断され得る場合は別として、

本件合意が独占禁止法に違反するというこ

とはできない。

蘯 特定商取引に関する法律第９条１項に基

づく解除の主張について

Ｙらは、Ｚとの間でその指定するLPガ

ス販売事業者であるＸとの間でLPガス供

給契約を締結する旨の特約をし、この特約

の下に各自宅を購入し、Ｘとの間でLPガ

ス供給契約及び本件合意を締結しているこ

とから、これに先立ってＸＺ間で締結され

た契約に基づく債務の履行としてなされた

給湯器の設置について、Ｙは同契約に基づ

くＺの地位を承継したにすぎないというべ

きであるから、ＸとＹらとの間の停止条件

付売買契約については、同条項が本来予定

しているＸによるＹらに対する直接訪問販

売という形態とは言い難いのみならず、Y

らはこれらの契約に基づいてXから給湯器

の設置を受けて、これを一定期間使用し、

既に相当程度その利益を享受していたこと

から、契約締結後早期の段階における申込

みの撤回を許容する同条項の趣旨にそぐわ

ない。

３．まとめ

本件におけるプロパンガス消費設備等の無

償配管慣行は、プロパンガス販売事業者が一

般消費者からその設置費用を徴求せず、自ら

の所有資産として減価償却することによりそ

の負担を解消することを容認し、このような

選択をすることを可能にする法制度の存在を

前提として行われているものである。

本判決は、このような事情を考慮して売買

契約という法形式にかかわらず、本件合意の

実質的解釈により、当事者間の利益調整を図

ったものであり、同種の事案の参考となる。


